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   各会員園（所）長 様 

 

（一社）滋賀県保育協議会 

会 長  静永 賢瑞 

（ 公印省略 ） 

        

令和６年能登半島地震にかかる保育三団体被災地支援募金への協力について（依頼） 

 

  平素は、本会事業の推進にご協力いただき、ありがとうございます。 

  このたび、保育三団体（全国保育協議会、全国私立保育園連盟、日本保育協会）において、令和６年能

登半島地震による被災地域における保育所および保育活動等を支援するための募金を協働して実施され

ることとなりました。 

本会では、下記の募金専用口座を設け、この口座へ振り込まれました募金を取りまとめたうえ保育三団

体協議会（事務局：日本保育協会）に送金いたします。 

つきましては、各会員園（所）におかれましては、趣旨をご理解のうえ、下記により募金への協力に特

段のご配慮をいただきますようお願い申し上げます。 

なお、振込手数料は振込いただく方がご負担いただきますよう、併せてお願い申し上げます。 

 

記 

 

 １．振込先口座 

   金融機関名：滋賀銀行 県庁支店  

 預金種別 ：普通預金 口座番号 ：５２３４５０ 

 口座名義 ：一般社団法人滋賀県保育協議会 会長 静永 賢瑞 

 ２．募金の期間 

   令和６(2024)年１月１９日（金）から令和６(2024)年３月１５日（金）まで 

   ※期日までに当会の口座へ送金されるよう振込をお願いします。 

 ３．振込方法等 

  (1) 振込名義には、必ず「○○○保育園」「○○会」など、園(所)名か法人名を記載してください。 

   (2) 振込と同時に、別紙を記載のうえ、本会事務局あて郵送もしくは FAXにより送付ください。 

  ４．領収書 

   (1) 振込をされた金融機関の発行する「振込受取書」（振込書の写し）を領収書に換えさせていただきた

いと存じますが、本会の発行する領収書が必要な場合は、別紙に記載ください。 

   (2) 本会による領収書の発行は募金期間終了後となりますので、ご了承願います。 

 

 

連絡先 滋賀県保育協議会事務局（担当：松田） 

    〒520-0801 大津市におの浜 4-4-5 

TEL：077-525-5203  FAX：077-521-2117 


